
借入希望者 様 
社会福祉法人京都市社会福祉協議会 

新型コロナ感染症にかかる貸付・給付総合窓口 
 

生活福祉資金 新型コロナウイルス特例貸付 
『緊急小口資金』『総合支援資金』の申込書類について 

 
標記の件につきまして、下記のとおり申込書類一式を送付いたします。 
まずは、『緊急小口資金』から、申し込み手続きを進めてください。 
その後、『緊急小口資金』だけでは当面の生活費用の捻出が困難な方については、『総合支援資

金』の申込書類を同封しておりますので、必要に応じてお申し込みください。 
なお、書類の作成に当たっては、「申込書類の作成と記入例」をよくお読みいただき、準備を進

めていただきますようお願いいたします。 
また、各貸付の内容については、裏面をご覧いただきご確認ください。 

記 
【送付書類】 

緊急小口資金（特例貸付） 
※取り急ぎ、生活費を借りたい方 

総合支援資金（特例貸付） 
※当面の生活費用にお困りの方 

（緊急小口資金と同時の申し込み可。） 

借入申込書/重要事項説明書（黄色）<両面> 借入申込書/重要事項説明書（緑色）<両面> 

収入の減少状況に関する申立書（黄色） 収入の減少状況に関する申立書（緑色） 

借用書（黄色） 借用書（緑色） 

確認チェックリスト（黄色） 確認チェックリスト（緑色）Ａ・Ｂの 2 種 

 新規貸付相談シート（藤色） 

預金口座振替依頼書（４枚複写） 預金口座振替依頼書（４枚複写） 

・申込書類の作成と記入例 

・提出用封筒 ２部 ※申込書類の郵送は、簡易書留でお願いします。 

※ 「緊急小口資金」と「総合支援資金」を同時にお申し込みされる方は、１枚の封筒に

「緊急小口資金」と「総合支援資金」の申込書類すべてを同封してご返送くださいます

ようお願いいたします。 

【お問合せ・送付先】 

 社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 

新型コロナ感染症にかかる貸付・給付総合窓口 
  住 所：京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町８３－1 

      ひと・まち交流館京都 ４階 

 受付時間：午前９時～午後４時（土・日・祝日を除く） 

問い合わせ専用電話 

０７５－３５４－８７４８ 

０７５－３５４－８７７６ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の生活費用の貸付します。 

 

 

緊急かつ一時的に生活の維持が困難となった場合に、当面の生活費用の貸付します。 

 

※緊急小口資金と総合支援資金は同時の申し込みが可能ですが、緊急小口資金の審

査事務が先行します。 
※今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還

を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮しますとさ

れています（厚生労働省通知）。 

 


